
平成２１年度 島根県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）概要 

（単位：千円） 

・補正前予算額   ９９，４１２，５９４ 

・今回補正予算額    ２，０７６，３３８ 

        ・補正後予算額  １０１，４８８，９３２ 

 

 

[歳出補正] 

１ 総務費の増                                         2,705 

・医療費適正化事業費                      （3,003） 

広域連合が行う広報経費（広域連合だより印刷費等）の追加 

・特別対策広報等事業費                       （87） 

市町村が行う相談体制整備補助金の追加 

    ・賦課徴収事務費（決算見込による事務費減）          （△385） 

     

２ 保険給付費の増                         17,665 

・一般療養給付費（決算見込による給付見込の減）      （△127,510） 

・特定療養給付費（決算見込による給付見込の減）        （△1,684） 

・一般療養費  （決算見込による給付見込の増）         （41,101） 

・特定療養費  （決算見込による給付見込の増）          （1,684） 

・一般高額療養費（決算見込による給付見込の増）         （86,409） 

・特定高額療養費（決算見込による給付見込の減）         （△1,304） 

・特定高額介護合算療養費（決算見込による給付見込の増）      （1,304） 

・療養費等審査支払手数料（決算見込による審査件数見込の増）   （385） 

・葬祭費（決算見込による支給件数見込の増）              （17,280） 

     

３ 保健事業費の増                          2,299 

・市町村が行う長寿・健康増進事業に対する補助金（脳ドック）の追加 

 

４ 基金積立金の増                        2,053,669 

・臨時特例基金積立金                    （774,835） 

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金（平成 22年度 

保険料特別軽減補填分）を基金に積立て 

  ・医療給付費準備基金積立金                （1,278,834） 

平成 20年度特別会計決算剰余金（保険料分）を全額 

基金に積立て      

                     

 



 

 

[歳入補正] 

１ 国庫支出金の増                         794,414 

・高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の追加         （774,835） 

 （平成 22年度の保険料特別軽減補填分） 

①低所得者軽減補填分（均等割 7割→9割）  [230,897] 

②低所得者軽減補填分（均等割 7割→8.5割）  [173,293]   

③低所得者軽減補填分（所得割 1/2）     [116,718]  

④被扶養者軽減補填分                        [253,927]  

・特別調整交付金の追加                                          (2,299) 

（市町村長寿・健康増進事業補助金分）      

・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金                          （17,280）  

 （平成 20年度の低所得者保険料特別軽減補填分の追加交付） 

 

２ 繰入金の増                            3,090 

  ・臨時特例基金繰入金の追加                    

①広域連合広報経費分                        [3,003]     

②市町村相談体制整備補助分                       [87] 

 

３ 繰越金の増                          1,278,834 

・平成 20年度特別会計決算剰余金（保険料分）          

 


